
様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7T7T5］－｢5TUTZ1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通司||）

｡'葵需
卜記秬に領収

費蕊*II
冒亀X《《

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

準土牢香君一 で一 ’

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑤ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･匝緬周･霊澗誇鬮債･会議費･資料ｲ鰄費･資料購入費･事務費･慧翔漬･人件費

内 容 ﾎｰﾑぺｰジ管理･更新料（ 8月請求分）

年月 日 令和Z年念月3日~令和 年 月 日 金額 11,000円

目的 県政関係の情報や政務活動の情報を報告する。

使途 ホームページ管理・更新料

関連性

ホームページを通じ、県政の情報や政務活動の状況を広く県民に報告する。

く領収書貼付枠＞ 吏払膚 凸
の 中澤通訓

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。 ．

領収書金額(a)

11,000円

按分率(b)

／

100%

T坊蓉…椚塞圭単旋百/句Y1へ、

11,000円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

回正一囮TD~E1
書

派名・議員氏名ふじ0 ー

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ，

整理番号 ’ 宝"-､＝
決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 趣脅･研惨費･広聴蒔蹟． 鶏赫翰鋤費･会議費･資料続費･資料購入費･事務費･事翻漬･人性費
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

､ 領収書金額(a)
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按分率(b)
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政務活動費支出額(a×b)
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様式第1－3号

支出証拠書（入館料）
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鑿理番号．

決
裁 会派朧 繕里責任者 ③

Q

経理担当者
I

凸

■■

経費項目 調査研究費 ． 。
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様式第1－3号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（入館料）

｢7Tﾗm－｢5T5~m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ。中澤 通訓）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

整理番号 容一必

決
裁 会派代表者 経理責任者 衝 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費

内 容

呼
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。bプ尋烏に‐n)丁昌擬差越望_宝腐喚(亘ら､籍D)
年月 日 令和三一 日～令和 年 月 日 金 ・額 【67。 円
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応対者 夷韮言〉へ竃易奏 一
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按分の理由

全て政務活動にかかる
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領収書金額(a)

/<〃り 円

■
ｄ
０ 安分率(b)
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/00%

政務活動費支出額(a×b)

/(670 円
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ご利用ありがとうございます。

が諦鶚c・
料金所では一旦停車してください．

禾u用言正明書

,料金所 清水
お問合わせは、中日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120－922－229

‘ 上記番号をご使用になれないお客さまは
TEL O52-223-0333(有料）

､20年8月 4日12時58分
1－

車種普通

｜ 通行料金 ¥1 , 370-

（ﾀ脳ﾄ）

一入口料金所一沼津

ETC 有効期限21年12月

今は‐消饗税軍10％

中日本高速道路株式会社

： 愛知県名古屋市中区錦2-18-19

1 取扱番号205-00571229-00

■■



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾃI-｢5~｢5T51
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当楠に

記入すること。

鑿理番号 科へと、

決
裁 会派代表者 勘 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費広聴広報費･要諦樵轆轤･会議費･資料愉費･資繩鴬入費･障謂･謡銅漬･人件費

内 容 自動車リース料（ 8月分）

年月 日 令和酔浄 己日 ~令和 年 月 日 金 額 15,840円

目的 政務活動に必要な車両のリース

使途

関連性
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按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

31,680円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

15,840 円



様式第1－1号

使途項目 ｻｰﾁｷｰ 支出証拠書
｢ﾗm-m回

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

主ろ支出がある場信

記入すること。

整理番号 でへ 息

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･圃鉱報費･雰調誇鰯債･会議費･資料侑媛･資繩鴬入費･鳫謂･事務所費･人件費

内 容 コピー機リース料（8月分）

年月 日 令和ユ年？月 7 日～令和 年 月 日 金額 4,968円

目的 政務活動に必要なコピー機のリース

使途

政務活動。

県政との

関連性
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領収書金額(a)

9,936 円

按分率(b)
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政務活動費支出額(a×b)

4，968円



様式第1－2号

支出証拠 菫
巨 (各種団体年会費）

会派名・議員氏名ふじ0
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凌分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務沽動費の支出恋上る支出がある場合

ぞれ該当欄に記入すること。

整理番号 蜜－つ
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2，000円

按分率(b)

／

/りり％

政務活動費支出額(a×b)

2，000 円



Zｸご良I蚕壹晨彗雪を含失ロノる会
一
一 貝Ⅱ

（名称）

第1条この会は、 「次郎長翁を知る会」 （以下「本会」 という｡） と称する。

（事務所）

第2条本会の事務所は、 （公則するが企画観光局清水事務所内に置く。

（目的）

第3条本会は、次郎長翁の生涯に関する調査・研究によりその正しい実像を後

世に伝えるとともに、観光資源の開発と振興によって地域の活性化を図ること

を目的とする。

（事業）

第4条本会は、 目的達成のため次の事業を行う。

（1）次郎長翁に関する調査、研究。

（2）次郎長翁に関する講座の開催。

（3）次郎長翁に関する古文書の収集。

（4）次郎長翁に関する刊行物の発行。

（5）観光宣伝事業への協力。

（6）その他、本会の目的を達成するための必要な事項。

（会員）

第5条本会の会員は、本会設立趣旨に賛同する個人及び法人をもって会員とす

る。

（会費）

第6条本会の経費は、会費、賛助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

（1）会費 個人会員1口年額 2， 000円

法人会員1口年額 5， 000円

（役員）

第7条本会に、次の役員を置く。

（1）名誉会長 1名

（2）最高顧問若干名

（3）顧問 若干名

（4）会長 1名

（5）副会長 若干名

（6）会長補佐 1名

（7）理事 若干名

（8）参与 若干名



（9）運営委員若干名

（10）会計 1名

（11)監事 2名

（任期）

第8条本会の役員選出及び任期。

（1）会長は、総会において選出する。

（2）その他の役員は、会長が委嘱する。

（3）役員の任期は、 2年とし、再任を妨げない。

（会議）

第9条本会の会議は、次のとおりとする。

（1）総会は、年1回会長が招集する。

（2）理事会は、必要に応じ会長が招集する。

（3）運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。

（4）会議の議長は、会長をもってあてる。

（5）総会は、会員の半数以上が出席しなければ、開くことができた

し、委任状をもって出席とみなす。

（6）会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。

（事業年度）

第10条．本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

ことができない。ただ

（その他）

第11条本会は、会長の指示により運営する。

附則

1 この会則は、平成4年5月6日から施行する。

2 この会則は、平成7年6月12日から施行する。

3 この会則は、平成12年6月12日から施行する。

4 この会則は、平成30年6月10日から施行する。



様式第1－2号

使途項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書（各種団体会費）
｢7－｢ﾗTZ1－｢5TUTIJ

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

轄理番号 胃一貢

決
裁 会派代表者 勘 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 扇罰究雪･研修費

内 容 久能山東照宮文化財保存顕彰会会費

年月 日 令和乏年乞再(I 日～令和 年 月 日 金 額 2,000円

会の趣旨．

目 的

個| |家康公をお祀りする久能山東照宮は、宝物等が国宝重要文化財建造物、境内地が

史跡に指定を受けている。社殿や文化財を完全に保存し、後世に伝えていくことが

課せられている。

会の活動

内容等

I雪玉里麦_又1巳只4(/ﾉ'ぬj尺"也壷Uﾉ官勇壬、天菱1Kj/よと(荘寸守宮原澤。

久能山東照宮の保存計画管理に関する調査の実施

会報の発行b

◎

政務活動.

県政との

関連性

国宝保存は、文化財として県観光施策の一翼を担うものである。顕彰会から得られた

情報や会員からの意見を参考にし、今後の県政での文化観光事業の発展に役立てる。

く領収書貼付枠＞
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＊支払額5,000円のうち、普通会員の会費2,000円を請求する
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,000 円

安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,000 円
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＞文化財保存顕彰会

久能山東照宮文化財保存顕彰会入会のご案内 ＝=＝＝＝＝＝

徳川家康公をお祀り申し上げます久能山東照宮は、全国東照宮の創祀として全国の多くの皆様より篤い信仰と幅の広い崇敬を

いただいてまいりました。

久能山は遠く7世紀頃に開山されて久能寺が創建せられ、戦国の世に武田信玄が山上に築城して久能城と称し、次いで二代将

軍秀忠公によって徳川家康公を祀る東照宮が造営せられて、平成27年には御鎮座400年の佳節を迎えました。

この間約1,400年を経過し、その時代時代の文化が現在に伝承されており、特に東照宮社殿諸建造物は江戸初期の代表的なもの

として14棟が国宝および重要文化財に指定されております。又所蔵する宝物は2,000点にも達し、徳川300年の歴史を物語る重
／

要なる文化財で国宝・重要文化財等に指定されております。なお境内地も史跡に指定され、共に歴史資料として価値の高いも

のであります。

これら社殿を始め数多い文化財を完全に保存し後世に遺憾なく伝えていくことこそ、我々に課せられた使命であります。

そこで去る昭和41年久能山東照宮文化財保存顕彰会を設立し、以来保存顕彰につとめて参りましたが、更に御理解ある各位の

御協力をいただき会の充実発展を期したく存じております。何卒本会の趣旨に御賛同下され、御協賛賜りますようお願い申し

上げます。

＝＝＝＝=＝＝みなさまの御協賛によって行われる保存管理事業一

国宝御社殿ほか諸建造物の保存管理事業

久能山東照宮には、御祭神徳川家康公をおまつりする国宝の御社殿ほか、 13棟の重

要文化財建造物があります。特に中井大和守正清を大工棟梁として造営された権現

造、総漆塗、極彩色の御社殿には最高の建築技術・芸術が結集されています。これ

ら諸建造物の漆塗や彩色、錺（かざり)金具などの修理を行い後世に遺憾なく伝え

ていきます。

博物館収蔵資料の保存管理、学術調査、広報等に関する事業

露
久能山東照宮に付属する博物館には、御祭神徳川家康公の遺愛品や徳川歴代将軍の



武器・武具など約2,000点の資料を収蔵しています。これらの神宝類など所有する文

化財を後世に正しく伝承していくため保存管理に力を注ぐとともに、資料の調査研

究を基にした展示公開をし定います。

史跡久能山の護持に関する事業

篝
手

久能寺建立よりおよそ1,400年の古い歴史的価値を持つ久能山は山全体が国の史跡に

指定されていますb久能山の鎮守の森を構成している原生的な自然環境の保護を図

るとともに、表参道の石段、石垣などの修復工事等を行い、神社境内としてふさわ

しい景観を保全していきます。

k

会員種別と年会費 －

．且ざ ’二
J上

5,000円 2,000円
一一一一一一一一一一一一■一一一・00－－－h－一一■一口幹一一一一一ゲ

503000円以上（永年会員）

会員の待遇 ‐

露
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経理担当者経理責任者会派代表者 ＝

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費)

｢ﾗm－pTU~｢I1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ
ぞれ該当欄に記入すること。

轄理番号 言、へ？

経費項目 馬罰勇笥･研修費
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●

清水自衛隊友の会会則

第1章 総 則

第1条本会は、清水自衛隊友の会と称する。

第2条本会の事務局を清水経済人倶楽部に置く。

第3条本会は自衛隊と広く市民一般との相互理解と親睦を図り、 自衛隊の健全なる発展に
寄与することを目的とする。

第4条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.国土防衛及び緊急災害援助に関する理解並びに自衛隊と市民との親睦のため懇談
会、見学会及び講演会等の実施

2．自衛隊の各種活動及び行事に協力し､これら普及に努めるための諸事業等の実施

3．自衛隊員の激励、慰問の実施

4.自衛隊員の募集及び除隊者の就職の斡旋の実施

5.関係諸団体との連絡提携

6.その他本会の目的を達成するため必要な事業の実施

第2章 会 員

第5条本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者及び法人とする。

会員を分けて個人会員、団体会員及び特別会員とする。

会員は次の会費を納入するものとする。

個人会員年額1口 2,000円

団体会員年額1口 5,000円

特別会員年額1口 10,000円

第6条

第3章 役 員

第7条本会に次の役員を置き、任期は2カ年とする。

1.会長 1名

2.副会長若干名

3.理事 若干名（専務理事を含む）

4.監事 2名

第8条会長は総会に於いて選任する。

前条の会長以外の役員は会長が委嘱する。



第9条役員の職務は次のとおりとする。

1.会長は本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3.理事は理事会を構成して本会の運営にあたり、専務理事は会長、副会長を補佐して
会務を掌理する。

4.監事は本会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。

第10条本会は必要により名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。

名誉会長、顧問及び参与は役員会を経て会長が委嘱する。

第4章
今
云 議

第11条総会は会員をもって組織し、次の事項を審議する。

1.規約の制定及び変更

2．役員の選任

3.事業及び予算の決定

4．事業報告及び会計報告の承認

5．その他、特に重要なる事項

第12条役員会は会長、副会長、理事をもって組織し、次の事項を審議する。なお、必要あ
るときは監事を加えることができる。

1.事業計画の実施

2.総会提出事項の決定

3.その他、必要なる事項

第13条 総会は会長がこれを招集し、毎年1回とし、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
但し、必要により臨時総会を開催することができる。

全ての会議は会長が招集し、その議長となる。

第14条本会の事業年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。

本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。第15条

第16条 本会の会費は毎年5月に徴収する。但し､新入会員の会費は入会の際徴収する。

附則1． 本会則は昭和62年12月18日

平成15年5月21日

平成19年7月10日

実施

改訂

改訂
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使途項目 サーチキー
支出証拠

亜一｢5TUTn
書

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調蕊)暁費･研修費･圃鉱報費･雰調誇働費･会議費･資料侑續･資料購入費･鳫霜･義銅漬･人件費

内 容 事務用品代(D噌今､わ一トールツ， )

年月 日 令和雪浄1 日～令和 年 月 日 金 額 7，26c円

目的 政務活動に使用する事務用品
6

使途

関連性
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按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分 ，

領収書金額(a)

/皇〃0 円

按分率(b)

I/Z

50％

政務活動費支出額(a×b)

R260 円



様式第1－1号

司

’

議員氏宅

吟7両酌三

坂る支出がある場合

記入すること。

轄理番号

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

7 8 0 0

経費項目 調罰暁費.研修費.広聴広報費･要諦樵薙績･会議費･資料ｲ鰔費･資繩詠費･鳫謂･講銅漬･人件費

内 容 携帯電話代(au ざ 月請求分）

年月 日 令和 Z一年客再/） 日~令和 年 月 日 金 額 g'@I乙"/ 円

目的 政務活動に使用する携帯電話代

使途

関連性

く領収琴占付枠＞
r…一"~."…. ~.…~ … ." ÷~ ．

１
１

蓄騨霊謹遜麹錘謹塞輔騨欝｣…零騨．

一■

当貝を請求額 う｡ 「・'0円

驍雪鶏
二二

1

－一一一一一一一一一一F一一一一一一

au電話利用料

■■
震~通訓一コ
苧一

｢－可…7砺記睡酪
一

ｼ" 丙坤

張

■

■

Ｐ 旨 2年8月11日 塞前お支払額 0円

■匹竺酉■

＝に雁ﾛ町
凸
画
■ 詞■目49

B

O

53713円
内キヤツシング分

合 計 フ｡

円

71う円

》
蕊’

耳

涌常払い

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

/‘？了2円

按分率(b)

1／2

％

政藩落雷,善支出額(a×b)

gWg/ 円



様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費)

｢ﾗTﾗF1－｢5TUTIT
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

『

按分による支出がある場合は､按分の理由、
凸

ぞれ該当欄に記入すること。

※ 領収書等の金額、 按分率及び政務活動費の支出額をそれ

鑿理番号 角一一γ2－

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑤ 経 ■■

経費項目 顧罰調･研修費
9
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会の趣旨・

目 的
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/0，000 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/0．000 円



定 款

一般財団法人尾崎行雄記念財団



第6条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の

日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。こ

れを変更する場合も、同様とする。

2前項の書類については、主たる事務所に《当該事業年度が終了するまでの間

備え置くものとする。

（事業報告及び決算）

第7条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長

が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければ

ならない。

（1）事業報告

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

(4)損益計算書（正味財産増減計算書）

（5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類につい

ては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、そ

の他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くととも

に、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章評議員

（評議員の定数）

第8条この法人に評議員3名以上8名以内を置く。

2 評議員のうち1名を評議員長とする。

（評議員の選任及び解任）

第9条評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに

基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会にお

2



いて選任する。

（1）この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体

を含む。以下同じ｡）の業務を執行する者又は使用人

（2）過去に前号に規定する者となったことがある者

(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、 3親等内の親族、使用人（過

去に使用人となった者も含む｡）

4評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞ

れ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会

において定める。

5評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当

該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

（1）当該候補者の経歴

（2）当該候補者を候補者とした理由

（3）当該候補者とこの法人及び役員等（理事、監事及び評議員） との関係

（4）当該候補者の兼職状況

6評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行

う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成

することを要する。

7評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備

えて、補欠の評議員を選任することができる。

8前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければな

らない。

（1）当該候補者が補欠の評議員である旨

（2）当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任

するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

（3）同一の評議員（2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、

当該2人以上の評議員）につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、

当該補欠の評議員相互間の優先順位

9第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を

有する。
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10評議員長は、評議員会において選定する。

（評議員の任期）

第10条評議員の任期は､選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退

任した評議員の任期の満了する時までとする。

3評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として

の権利義務を有する。

（評議員の報酬等）

第11条評議員は、無報酬とする。

第5章評議員会

（構成）

第12条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第13条評議員会は、次の事項について決議する。

（1）理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認

（4）定款の変更

(5)残余財産の処分

（6）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた

事項

I

（開催）

第14条評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必

要がある場合に開催する。
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（招集）

第15条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基

づき理事長が招集する。

2評議員は､理事長に対し､評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し

て、評議員会の招集を請求することができる。

（議長）

第16条評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。

（決議）

第17条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す

る評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなら

ない。

（1）監事の解任

（2）定款の変更

（3）その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項

の決議を行わなければならない｡理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定

める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い

順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）

第18条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

成する。

2出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

章 役員第6

(役員の設置）
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第19条この法人に、次の役員を置く。

（1）理事3名以上6名以内

（2）監事1名

2理事のうち1名を理事長とする。

3前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代

表理事とする。

（役員の選任）

第20条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第21条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

職務を執行する。

2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ

の業務を執行する。

(監事の職務及び権限）

第22条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監

査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第23条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま

でとする。

4理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
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又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事

又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第24条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に

よって解任することができる。

（1）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

（2）心身の故障のため､職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）

第25条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対し

ては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定

める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することがで

きる。

『

（会長）

第26条この法人に、任意の機関として1名の会長を置く。

2会長は、当財団の運営に関し総見をし、必要に応じて助言を行う。

3会長は､その時における衆議院議長に対し、本人の同意を得て、理事長が

委嘱することとする。

4会長は無報酬とする。

（顧問）

第27条この法人に、任意の機関として1名以上の顧問を置く。

2顧問は、当財団の運営に関する理事長の諮問に答える。

3顧問は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

4顧問は無報酬とする。

(参与）
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第28条この法人に､任意の機関として1名以上の参与を置くことができる。

2参与は、当財団の目的事業に賛同し、事業運営に協力する。

3参与は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する｡

4参与は無報酬とする。

第7章会員

（会員）

第29条この法人には会員を置く。

2会員は、この法人の目的事業に賛同し、理事会が定める会費を納入するもの

とする。

3会員は、理事会が定めるところにより、この法人が行う事業に参加すること

ができる。

4その他会員に関し必要な事項は、理事会が定める。

第8章理事会

（構成）

第30条理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第31条理事会は、次の職務を行う。

（1）この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長の選定及び解職

（4）顧問の選定及び解職

（5）参与の選定及び解職

（招集）

第32条理事会は、理事長が招集する。

2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集

する。
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（決議）

第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理

事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第

197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議が

あったものとみなす。

（議事録）

第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成

する。

2出席した理事及び監事は屯前項の議事録に記名押印する。

第9章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第35条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。

（解散）

第36条この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定

められた事由によって解散する。

（残余財産の帰属）

第37条この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。またこの法人が清

算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若

しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章公告の方法

（公告の方法）

第38条この法人の公告は、電子公告により行う。

2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができな

9



い場合は、官報に掲載する方法による。

第11章その他

（事務局）

第39条この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。

2事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が任命する。

附則

1 ． .この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定め

る一般法人の設立の登記の日から施行する。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民

法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定に

かかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を

事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は森山眞弓とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

高村正彦 結城豊弘 阪上順夫 木村利人

10



尾崎行雄記念財団ホームページ入会のご案内2020/10尼8

關繊f蕊記念蛸団
新着情報 害堂塾 世界と謹今 政経懇話会 講演案内 書籍案内

入会のご素白

HOME>入会のご案内

当財団の活動は、おもに皆様からの賛助会費と、催事への参加費（受講料など）

によって支えられています。

どうぞご支援．ご協力のほどお願い申し上げます。

．[二コ

年会費
年会費

特典（個人会員）

※ご入会頂いた日（登録完了日）から1年間の費用です。
特典（ 「政経懇話会」特別メン

バーおよび法人・団体会員） ：..ー.~~.…..…ー……~...．..….…軍~..‐.".".~国.一~…..'..."..．…~~.．..~~……･･….….".~.~一・．"･…….~....一"｡…..~…'....."…~…..……….．…．..．"".~~.."=""~．.~,…'..ー~~．....…~=.….….….…~.~~.~~~;

i個人会員 ；1口 1万円

L_ー…－－－－－－－－－－－－－－－－i_－－－－…－－－－－－－…一一…_"

| ｢政経懇話会｣特別ﾒﾝパｰｰ ；1口 3万円

i~.~~.~--~.~-.~~----－－－一一~一~~~一一一一一一~一一~一~－－~－……~一~~~~~~~一唐~一一｜
i法人.団体会員 ；,口 ，0万円
;_ー

お申込み方法

特典（個人会員の場合）

をご利用いただけます。

をお届けします。

｢会員専用サイト」

6季刊『世界と議会』

･主催イベントへの各種優待がございます。

． 「考堂塾」へ入塾希望の方は、優先されます。

｢害堂文庫」ならびに収蔵品をご利用いただけます。

(実費にて複写サービスも承ります）

1/2https:"www.ozakiyukio.jp/invitation.html



2020/10"8 尾崎行雄記念財団ホームページ入会のご案内

｢害堂文庫」についてはこちらをご参照ください＞＞

特典（「政経懇話会」特別メンバーおよび法人・団体会員）

･上記の特典に加え、 「政経懇話会」 （夕食付き）が無料になります。

お申込み方法

こちらのフォームよりお問い合わせください。

追って事務局より詳細ご案内を差し上げます。お問い合わせ＞＞

図書館ご利用の皆様へホーム ランナーの皆犠へ 霞ガーデン サイトのご利用について 個人情報保謹方針 お問い合わせ

サイトマップ

Copyright@2020一般財団法人尾崎行雄記念財団.AIIRIghtReselved

https:"Www.ozakiyukio.jp/invitation.html 2/2



様式第1－1号

■
使途項目 サーチキー

支出証拠
Ⅲ－匝~｢D1~31

書

派名・議員氏名ふじ@ 一

lノ造I

鱸灘凄
l車日時

用時間

論機番呈

JZU/Ub

時間
TR

｡‘‘. ! q･L･#j拒
む ■ ■■可

。■

鴇"1 0

…-雲」

誇令に上る支出がある場合 X，

記入すること。

鑿ﾖ華番号 言へ/〔-冒
決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 唖貴.研修費.広聴広報費.雲熊艤漉績.会議漬.資料陶鑪.資鵬騰入費.事務費.事翻漬.人性費

内 容 帯同〒戦ﾐ童為追‘{埠弍
年月日 令和Z一年別 日～令和 年 月 日 金額 と脚…円

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

． 領収書金額(a)

_知り 円

按分率(b)

／

/00％

政務活動費支出額(a×b)

才"0 ‘円



◎記令和2年7月吉日
f ﾛ

来賓各位
1 日時令和2年8月15日（土） ‐

．(開場時間：午前9時30分～） ‐

午前10時～11時30分 （入場制限あり）

静霊奉賛会静岡市支部
支部長田辺信宏

静岡市戦没者を追悼し平和を祈念する式典の
開催について

1盛夏の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上

げます。日頃、本会の事業につきまして、格別のご尽

力を賜り厚く御礼申し上げます。

今年も8月15日に標記式典を次のとおり挙行致し

ますので、御多用のところ誠に恐縮ですが、御出席く

ださいますよう御案内申し上げます。御出席の有無を

同封の葉書により､｢7－月五百雨1までに御回答くだ
さい。

開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、第1・第2部の式典等参列者を来賓及び関係

団体役員に限らせていただくとともに、児童生徒によ

る「平和へのメッセージ」の発表を見合わせるなど、

規模の縮小・時間短縮を余儀なくされておりますが、

式典終了後は会場を午後3時まで開放し、「3つの密」

を避けながら一般来場者が献花できる体制を整えてま

いります。

なお、今後参列者を更に縮小せざるを得ない情勢と

なりました折には、改めて御連絡を差し上げますので、

御承知おきくださいますようお願い致します。

慰霊法要（静岡市仏教会主催）

静岡市戦没者を追悼し平和を祈念する式典

（静岡市主催）

午後0時30分～3時

８
１

土
ロ
土
ロ

一
一
一

第
第

一般献花どなたでも参加できます

2 会場グランシップ中ホール「大地

駿河区東静岡二丁目3-1(JR東静岡駅南口）

3 その他会場ロビーでは、平和祈念パネル展、

「平和へのメッセージ」作文展示、静岡

児童合唱団の郷土唱歌の放映などを予定

しています。

○御出席の際は、本状を受付◎に御提示ください。

○開式時間の15分前までに、受付をお済ませください。

○服装は平服で結構ですが、マスクの着用をお願いします。

○駐車場(有料)には限りがございます｡御承知おきください。

○風邪症状等、体調に異変のある時は参列を御遠慮ください。

豊圓緊急震繍鐙::繍識鰯■■■■

－－雪＝冒言＝T冒毎許幸壼r声奉穿転＝這正＝r－－万輻壼＝穐…?要珂z語云=Tで酉＝詞ブ志＝苛壺＝…軍団ご弓哩言＝宝v＝定＝芦一一一一一一一一＝｡＝＝＝＝アー華壺T=＝~華、＝＝‘『』=可＝全＝＝､､＝＝＝＝＝＝…＝＝胃＝＝睾喀＝＝幸~…巻~＝＝.､窓． ‐一一一

JQ
垂



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

匝四一｢FTD~E1
書

ﾘ氏名・議員氏名ふじ@

記入すること。

轄琿番号 γ~y¥

経理担当者

"

経費項目 趣脅研修費卿識費霊繍隷鱸雀議費資料陶鑪債I糖入費達霧費…人朧費
内 容 つり

■

ブﾗ霜ら(乙和唱鐘迭諺超zご了陶室=L(白急蝉毫_蔭1隻
＝

年月日 令和ユ年g､月仁治蔀 年 月 日 金 ・額 ごユら円

目的 種』芝典ぅ季pt)-3I"---

使途 露 庖葬や車遁一 □

》
》
鐸

●

､℃デい角慰芝迄←､《静zZ-=
9

■

冒冒． ニーー向L′w『呈奎

■
α
－
－
。
一
寸
一
四
四
○
○
Ｉ
宴
刷
巾
弥
竪
晨

ひ
－
１
の
－
１
Ｎ
鼈
凶
吾
侶
凹
扣
岬
唾
星
闇

葬
猟
預
毒
望
掴
園
悔
悟
、
吾

。
伯
白
幡
稜
誤
○
一
掛
馨
庫
聖
・
起
墹
藥
蝉
照4K

皿
馴
一
塒
一
因
竪
舞
浸
仰
○
ト
山

’
○
国
の
計

筈
羨
ｌ
涯
墹
葵
ロ
ペ
ー

奎
震
ざ
）

騒
旺
濤
刃

’
○
の
圃
計
ｑ
志
霊

’
○
ｍ
の
訓
頓
簗
猿
而
雇

鋼
津
蝉
側

未
ト
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咋
尋
一
ｍ
ｍ
↑
皿
⑳
叶
○
因

（
葵
仰
）
ｍ
ｍ
ｍ
ｏ
ｌ
ｍ
Ｎ
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ｌ
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四
○
ヨ
山
ト

埜
拙
判
帥
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禅
昇
禅
里
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嘩
掬
鴎
判

ひ
国
囚
１
Ｎ
“
α
’
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国
壽
。
ミ
キ
ヤ
輪
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「
一
、

Ｉ
や
八
早
冊
約
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丹
・
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昇
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。
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呵
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、"参》
、ZI_豊栃色--量z』

とも砲今と、迄込ck(十､息｡ t~cF-F)いり、ざ淳

按分の理由

全て政務活動にがかる
ものである。

『

、 領収書金額(a)

6〃 円

■ 1

÷〃、届

鑑／Jー E(b)

／

/’0％

政蕪動譽支 過額(a×b)

620 ,円



様式第1－1号

決
裁 ③会派代表者’ （塁) ｜魑里責儲 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7I－囮TJTZ1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

～

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

経費項目 調罰暁費･研修費･"聴広報費･雰識|誇瀧蹟･会議費･資料ｲ鰔費･資糊鴬入費･事務費･属雨圖･人件費

内 容 光熱水蜜(議代．
I

）

年月 日 令和ロー年宅月('7日 ~令和 年 月 日 金 額 (<ﾐﾇf－円

目的 政務活動事務所で使用する光熱水費

使途

関連性

4

く領収書貼付枠＞ ．

【

、

Ｌ

司

鮭

。

㎡

鳶：
鰐

I

荷罎・
¥､今壬

賎.~ .
オ詮．

1湾 ﾛ

ｰ鮮慧
T串圷捧．全土L
齢;,、｡",
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『

心患,
錨4 ､, け

'号' . ‘
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Ｆ
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一
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一
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妬
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奄
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邑
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《
宇
ｂ
甦
宮

Ｊ

錬

蕊

弔

憾

４

－

？

』

い
い
協
降
》

ニ
ー

〃

ｈ
０
号
■
Ｄ
０

ﾎ世ミ ィ ，‐
… ≦ ､ 、…" 1‐

●

★

q ､

弧”陣､:ｵ蝿x郷､鞠=、
U 勺

按分の理由

政務活動と後援会
で按分

活動

領収書金額(a)

<So7 。 円

I 安分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

/Jg_t- 円



様式第1－1号

、

使途項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠
｢ﾗm-｢5TUTn

書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ．

薬理番号 で一/者，

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 衝 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊調誇働費･会議費･資料侑續｡資料購入費･属謂･事務所費･人件費

内 容 事務用品代（
I

趣早'や耽デシヰノ )

年月 日 令和z年で月術日~令和

1

年 月 日 金 額 ”／ 円

目的 政務活動に使用する事務用品

使途
L

関連性

く領収書貼付枠＞
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、
雷
門
興
蟻
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!

課
津
》

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

?7／ 円

■
■ 安分率(b)

／

100%

政務活動費支出額<a×b)
Ｉ

ﾀ7／ 円



様式第1－1号

麹雪雲号 || F､,／

鍵、ｻｰﾁ手 支出証拠
匝固一｢m判

書

派名・議員氏名ふじ0

’

回V I

り屑
話
一

一

一師

I

詮ぎず

庖鋤加月窃愉
一

すい輪

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 ，翻擁費穆蝿鰯費蕊調謝搬会篭費資鴬M鰄費資料購入費事務費事"賢人僻費
内 容

■ 劇"WZc"A徐癖趨a騎跡で監昌説瑚ら弟診卜）
年月日 令和ユ年翻(｢日へ令和

■

年 月 日 金 ・額 遺子6,円

目的 蟹琢珍鍾呉や壷P廼塁f亮.附言トハ"》遥豊書
使途 麦邉金
政務活動・

県政との

関連性

"戎k分-皇奉jf告五人
丈走_室|ェ秋4

ﾛ 功辱 、

フ

按分の理由

全て政務活動にかかる
9

ものである。

． 領収書金額(a)

女4〃 円

按分率(b)

／

/りり％

政務活動費支出額(a×b)

よ妬〃 ．円



【1日目】8月19B (水）

IO鶯津駅集合→＠はまなこサイクルレクチャー
OO～I2:30昼食＠田内議員チヨイス

OO～I4:30研修①～篠原地区野球場～
＠浜松市総合水泳場トビオ

00～16:30研修②～水産業振興～

＠静岡県水産・海洋研究所浜名湖分場
OO～17:30チェックイン

＠浜名湖かんざんじ温泉サゴーロイヤルホテル
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領収書
、

工コステーション21

アステイ清水駐輪易
2020/08/1918:07

利用料金 : ･ 200円
預り 200PJ
釣銭 o円

入庫日時 2020/08/1911:02

利用時間 7時間5分 ‘
駐謝幾番号 48

1

ｮF臣,囚＃I

I

1

J
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1

I

才僧君ﾄ恒鋤
訓輔昊晶

■塞賞



様式第1－1号

町

使途項目 サーチキー
支出証拠

一厘TDE1
書

呂去動じ0

く領収書貼付枠＞
』 吏払瀞：中澤通訓

溌簿…零零轍雫鴛諏罐識零…亨湾竣霧簿……-…覇…篇尋霞蒋瀞蝋…蕊……湾…蕊籏琴…………………………
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唖T)職需動看の支出謡

記入すること。

墾罎圭暑
六一ヅパ、

決
裁 会派代表者 壜 ） 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 錨f究費．研惨費｡風齪報費･蕊調需鋤葺会議費資料'鰔費資料購入費診鞠漬｡人僻費
内 容 ﾊoyコンや幸‘耐李外.ｨ狭I､-{U謹崖萱
年月日 令和ユー年了月コニご胃~令和 年 月 日 金額 ／ヨrzC円

目的 琴建実淫へ寺ぐ 曼臭塵_g， 丁三‘）

使途 ｿつ卜護屋一道一

関連性

(I､老熟胆条｡1 '~r墨出の／、ンっ2－';斜胞黛さ言‐
(a-f) -gて歪ﾗLzk_a=｣許昌与=xS

按分の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

、 領収書金額(a)

/j､ヅ〃 円

按分率(b)

／

/〃0％

政務活動費支出額(a×b)

〃､〃‘円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

画皿一囮Tり-回
書

派名・議員氏名ふじ0

’

客分による支出がある場台

記入すること。

鑿理番号 言､へ/P
｜
’

》当者

経費項目 鹸翻修費聯蹟蕊朧鞭噸会議漬･貫紺鰔費鰯轤入費華費事翻賢人膀費
内 容

0 ･JDT謡に布)T&葱芝哉寒ユァ圃窒一弓
年月日 令和2－年融2塁日ペ令和年 月 日

'

金額 /冬子、 円

目的 趣豊』客｡1翔司二コpﾅ兵寸系
使途 麦溢鬘嫌え)
》
・
》
》

■

､〕℃十'?、素茄-EtiA之郁､二T･司具(－

GoTo階へti(f叫－Jくる｣幕働弗灼違えも
く須梗書貼付枠＞

占■

別紙流ｨ丁
－ ○

0

●

』

。

ｆ
、

↓ 6

‐
古
墜
介
弓
侭
ノ

今
函
土
也
〔
己
も
の
Ｏ

Ｇ
、

． 循収書今客百(a)

A2亭〃 円

－

■彩號 K(b)

／

/00％

政務活動費支 額(a×b)

/､Z劣り 円



i ご利用ありがとうございます。

1 グ瀞鶚匹旦
| "…傭…、
|料黒零頭言．
｜お問合わせは、中日本お客さまセンター
｜フリーダイヤル, 0120-922-229
i 上記番号をご使用になれないお客さまは
iTELO52-223-0333(有料）

|20年8月23日1 5時54分

車種普通

|割引前料金 ¥880-
｜ 割引△ ¥260-

ご利用額 ¥620-

（7|,豹ﾄ）

|-入ﾛ料金所一富士
i E,fC 有効期限24年2月

会員番号 （支払－ 1回払い）

ご利用ありがとうございます．

グ雷蝶c・
料金所では一旦停車してください。

I

禾Ⅱ用言正目月壱

料金所 富士
お問合わせは、中日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120-922-229

卜顯呑号をご使用になれないお客さまは
TEL O52-223－0333(有料）
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彊

20年8月23日10時22分

車種普通

割引前料金 ¥880-

割引△ ¥260-

｜ ご利用額 ¥620-
（氷渇ﾄ）

i-入ﾛ料金所一渭水
I ETC 有効期限24年2月

！会貝番号 （支払－ 1回払い） 一

･通行料金は、消費税率10％対象です。

中日本高速道路株式会社

i愛知県名古屋市中区錦2－18－19
1取扱番号208-00530936-19

通行料金は、消費税率10％対象です。

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号205－01251537－19

■■
■



様式第1－1号

使途項目 ， サーチキー
支出証拠

｢ﾗT§T可一｢5T5~m

圭
一
二

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
e

記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研彦費･圃諏報費･蕊諏鰐鐵費･会議費･資糊賊費･資料購入費･扉胃･藷緬費･人件費

内 容 事務所電話代(NTT 8月請求分）

年月 日 令和Z年8月Zj日~令和 年月日 金額 ga､7 円

目的 政務活動に使用する事務所琴刮t

使途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼ｲ寸枠＞ ・

温
雁

１
１

醐
鳳
園

。

|酢
判
事

‘ '鵬
ﾛ

ト

1

瓢

ﾛ

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

ﾌ3“～ 円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

き､岱7 円



様式第1－1号
口
口

③
使途項目 サーチキー

支出証拠
一｢5~｢5TI1

書

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ．

轄理番号 Y－2－／
一

’｜

Ⅱﾛ

経理担当者

経費項目 調査研究費･研彦費･広聴広報費･霊識鞠鋤費会議費･資料ｲ賊費･資瀧騰入費･事務費･雨圖･人牌賓

内 容 事務所駐車場代（ 7月分）

年月 日 令和Z年念月2ざ百~令和 年 月 日 金 額 5,000円

で按分

と後援会活動

領I 又書金額(a)

10,000円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

5,000円



様式第1－1号

＝

侭金項目 ｻｰﾁｷｰ 支出証拠書
｢7 18 10 1一｢5~｢5~｢gl

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

’
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釦
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ｅ
回
寸
・
や
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幻
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漿
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伶
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橿
抽
壇
裡
昌
旺
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汕
や
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４
’

争一.一一一 ,.､ - - - 国 -. 劃. 塑一 胃L ･ ~デー.＝ 亮一 一.､ ｡.冬 一 圭一＝君 一》

伽
里
留
穏
偶
總
撞
鵯
や
。
Ｑ
①
妻

I

ザ

B 』

よる支出がある場合は、領収書等0 蔓分率股て)､改移7舌動霄の語

記入すること。

鑿理番号

決
裁 会派代表者 経理責任者 箇 経理担当者 ■■

経費項目 調罰暁費･研修費･画諏認費･要諦標識婚･会議費･資糾鰄費･資料購入費･瘻調･蒻翔漬･人件費

内 容 インターネット接続料（ 8 月請求分）

年月 日
堅
和〈洞 癖穆 月ブイ日～令和 年 月 日 金 額 2,035円

目的

r

政務活動上の情報収集に使用する。

使途

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,035円

按分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

2,035 円



様式第1－1号

－言う妻電可

1

使途項目 サーチキー
支出

一田｢蹄1
証拠 書

門去壺じ0 一

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ‘

鑿理番号

決
裁 ‘会派代表者 経理責任者 ⑤ 経理担当者 ■

経費項目 趣費･珊傷費･広聴広報費.需謝講鋤費.会議費.難w鰔費.資料購入費.事溌賓.事翻漬.人j牛費

内 容 Wく,ﾇCdcl'z_j d-筆皇一Z--IP でへ'彙壷をE虚一

年月日 令和α-年融zf目~令和隼 月 日 金 額 ﾉ63D 円

目的 味謀､二国牢回芝式、ｷｰ;)庵のヤド器量庭宅三廷f辱『霜-ﾐ畠
凸 I

使途 交通金(榊雀試駒《蝋 ｲ斗一吐く）
》
．
》
α
》

･pTl1〆つど斗画芝二麦ﾐ画一が、 ここ､之添うひ､るわへ言

ｻﾆゎ歳勾PR'之F-へ更i良支r尋よく，
■ ｡

く領収書貼付枠＞ ． ‐

刷執赤付
～ 0

9

白

｡

■ ●

■ 0 ■

q

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書今篭百(a)

/､ろ〃 円

q I 安分率(b)

／

/〃D％

政務活動費支出額(a×b)

〃〃円
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９
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！

’
ご利用ありがとうございます。

輔鶚空
料金所では一旦停車してください。

ご利用ありがとうございます．

蚕噺黒匡。
料金所では一旦停車してください。

ご利用ありがとうございます。

ゴ瀞鶚空
料金所では〒旦停車してください。

1

｝

I手U用吾正巳月書
令頁 』↓又害

料金所増穂
お問合わせは、中日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120-922-229
上記番号をご使用に牡れ鞍いお客さまは
TEL O52-223-0333（有料）

20年8月29日12時23分

車種普通

通行料金 ¥420-

（現金）

一入ロ料金所一富士川本線

通行料金は、消費税10％対象です。

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号204-00461219-00

禾U用言正目月害
料金所 富沢本線
お問合わせは、中日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120－922－229
上記番号をご使用になれないお客さまは
TEL O52-223－0ヨ33（有料）

｜料金所 清水
お問合わせは、中日本お客さまセンター
；フリーダイヤル、 0120-922-229
1 上記番号をご使用になれないお客さまは
'TEL o52-223-0333(有料）

i20年8月29日14時57分

車種普通

唐I引前料金 ¥880-

割引△ ¥260-
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

｜ ご利用額 ¥620-

． （外,朔ﾄ）

一入口料金所一富沢本線

ETC 有効期限21年12月

iお問合わせは、中
|ﾌﾘｰダｲﾔﾙ

’
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20年8月29日1 1時21分

車種普通

割引前料金 ¥880-

割引△ ¥260-

’ご利用額 ¥620-

（外渦卜）

-入口料金所一靖水

ETC 有効期限21年12月

$
f

リ
ヒ

ト

一

■■

通行料金は、消費税率10％対象です。

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号204－01031 100－19

■■

壷豚、消費税軍10％

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号207－01301437－19

■■’
I

I



様式第2号

1 Ⅱ . ］ ，告'l f 』済71

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

県外調査概要書

平成Z年9月

会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ

中澤 通訓

2

テ 日

目 的

3Ioナネ尾>にフヲ､ける尋浪S<ト-t乏ラにも-今ムニトPNや多蓼や-E
弁一Fご痩夛V~T,くいlべ､<､万､Llo､く_I

dへ勢二黙(KX2E渉豊~こぐ言ドン､
冬_〉 ､て一L

一

"Lc43r-I勾等〉､瓦-こ

年月 日 全誰z弓で喰叫匂

場 所 ﾕｰﾊﾟｰc大や/ .jCl､藻I霧ごII町聡毯zこ&c)

内 容

1行

程舅翁洲筈萱車輌逗一炉
揖討-こく__－－士蟷芽乙

2応対者又一パー式扮｛芯。､説澤m3○た-部-眼

, 愚謹呈
花似､偽ゎで、〆、脈と-乞I3-C!め
ﾛ擶偽

4県政への反映

。乙
'~F_｣ o,危千反毛冬§汀に彦T一旦‘h

ー

~¥iT-F-7J垣工渉-陶孫-さ
蝿ぃ姥ゎが､童一s}､ろ‐

黒い'2'誹寝-拝水ゑみ牛示ｦ参弄壼_p1澁哀
アあわ、．､ 一安｡､)、
戸,-匹逗混宅一
､壱一LTヲぐ ＞う
kLQ､こて雲か、

い

、

やここｰﾄｰ､¥Lc<司 Y二

廷皇一L誉､＝復量建査



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

一｢叩Tgl f-- -¥
書

門 去亜EC 1■■■■

’
1

.L i1．拍 ”.

記入すること。

整理番号 ﾏぐ-2-“

経理担当者

二＝＝＝＝

■
ノ

■

経費項目 調蚕形蹟･研修費｡蝿燕費･蕊調識藺鱸･会議菱･資料陶鑪･資鱸ﾌ噴・事零･鞠漬･人性費
内 容 Iやわしq企疑髻箙蕊弼－4うぅっ卜

｡

■

●

年月日 令和2年言月g/日~令和隼 月 日 金額 r兵P･円

目的 ハ､ｿ。ン。:Qキュ'1煮争十采逗~頁~≦‘

使途 廻冬'2-1ff'f員く声こうZ避食 ■

録
》
》

|ﾄ預孑怪若窪降箪1 )fZご葺二冨叫--7こ浦を予壬

曼壬臭に滴柔t'Z-ヘ 具．

へ

尾
0

く領収琴{占付枠＞ ．
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■ ｡

｡

別紙のとおり

Q ■角＝
$ ■ ■

撫灘，
鞭． . 6 C
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;罰 i・ ‐
』
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〃 ｡■
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F 剖
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｡
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鐸う空 z(b) 政務活動費支出額(a×b)

/6,0〃 円

／

/00％ /Z､'？｡ 円



I

快適&安心にお使いいただくためにデジタルライフサボートブレミアム狂ら

セキュリティ対策と幅広いサポート喪↑がひとつに。

困ったときに､いつでも相談

田ムい

サホート

24B =

．『てきる1つ
罫二

~~－壱
~~鱗一

詩睡一響 .

ウイルス
時間を選ばずに気軽に相談ができます｡電話、 ・

スマホ､j｜
メール､LINEから､ご利用いただけます。

デジタル

．一一T吾弓客鐸埠一国一:､苧'､壼一霊瀞一.雫F一一.ー－－，篭…一・~.‐一一一.一~~，~.~一考涜一｡ 一宗一苛曇冒一.一一

＊1:本サポートサービスのサポート範囲はこちら:h杜ps://www,go-tm･jp/ren/vbp/range

ウイルスパスタークラウドのことだけでなく､PC， ；‘

スマホ､ルータ､プリンタ､IDT機器など､BO種類以上の

デジタル樋器の操作･設定に関する質問ができます『’
一宗一苛命冒一.一一＝‐拝当今一毎'Lー～ー奄勺一宇一一一=一デー一・一一一"鋪一一つ一壷

1/vbD/ranRe本ｻポｰﾄｻｰビｽは問題解決のご支援を行うための

,ンドマイクロ鯛ぺ

MR毎7日～ク01回

J1】

■LINEでのお問い合わせ

国‘ 自動回答し365日24時間受付

ｵi汚夕回答し365日9:30～17:30受付‘

■お問い合わせ

https:"tmqa｡jp/pdm/
当DMに関してのお篭話でのお問い合わせや 灘鍵FAQはこちらをご確罷ください。

I
凸.L･…－口■ 吋 勺■や宇 一 q-ーFー －ざ－』、■■■一＝ｰ~－■4■q~4画～~ 今争靜国華一再 口吐奇b 一一商一口－－＝幸角串 P､

啓､踊り ■ ＝4駒一角←,…＝ﾛｰﾏ a一一込一
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I受領書鯛

I

CVS取扱店→お客様
代行会社:SMBCﾌｧｲﾅﾝｽサービス(橡）

I

払込入氏名

中澤通訓様

ご注文番号：DM-202007

■■■■■■■■■■■■■■■■

全額

16090 円

(内消費税等1460円

受取人

トレンドマイクロ株式会社

受領印

r一一一一一~~~~~~~可

｜ コン崖ｴﾝｽ ！

■

全館灯正された払込塀台よびパｰｺｰドのない払



様式第1－1号

侭金項目 一ｻﾃﾁｷｰ 支出証拠書
｢7 17 18｣－｢U~｢5~｢Z1

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ－中澤 通司||）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

鑿理番号 7へz告一

決
議 会派代表者 経理責任者 ⑤ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･圃諏報費･雰調誇鰯費･会議費･資料侑鑛･厩癩･事務費･謡銅漬･人件費

内 容 新聞購読（庵原新聞）

年月 日 令和旦年言恵I 日～令和 年 月 日 金額 '-f 0つ 円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 窪年 ¥月~2年ア月購読料
政務活動・

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、議会質問や施策提案などの参考にする。

く領収書貼付枠＞

f
r
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l
i

’
’

眺
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旺

■■■■
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・
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ト
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長
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ｅ
や
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鵬
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甑
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一
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琵
毎
四
招
心
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曇
つ
始
於
媒
忠
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

よ〃0 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支仕 額(a×b)

よ〃′円
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2020年8月26日

中沢通訓様

騨
庵
〒42

清水
TEL

請求金額 ￥5,900 (税込み）
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日付 商品名 数量 、E
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ユ
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も
。■■萱客

Ｆ
『
『
己
剴
や

庵原新聞購読料 5,900

令和2年4月～9月

合計 5,900



様式第1－1号

声量

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗT7TZ1-｢UT5~F
（会派名｡議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 厨罰霜･研修費･圃諏認費･需調誇鬮償･会議｡資料作成費･資料購入費･事務費･謡弼漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月日 令和Z年師I 日~令和2－年宕戚1日 金額 33So
、

円

目的

骸当項目に丸削
部局事業ヒアリング・地元要望活動・会派内調整打合せ・政務活動資料の整理

使途

儲当項目に丸ED 鰯･宿泊費・駐車料

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

‘ ・ 議会。委員会等質問のため、関係部局の事業･主要施策等を確認する。

。 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

。 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

。 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う ◎

く領収書貼付枠＞

､ P

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

又3配り 円

1 安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,3肋 円



別紙

No. 月 日 用 件 ， 金額（円）

1 念月7 日 蓋蕊鞭き;蟻rr.-ソノ ﾌﾉ<心
2 月 11 日 1℃千喝帰 ﾍや蝿圭爽迄密， 〃 。

3 月/子日 一戦t、工率wわ警 《‘ ○

4 月/7日 =f蝉遙羅こ界 《〆>－

5 ・ 月電~~日 謝蹟毛念 ざ‘ 0

6 月 日

7 月 日

8 月 日
■

9 月 日

10 月 日 ﾛ

11 月 日

12 月 日

13 月 日

14 月 日

15 月 日

16 月 日

17 月 日

18 月 日

19 月 日

20 月 日

合 計 333o



個別履歴照会
作成日時爵 2020/09/0110:48

■■日性別男性

生年月日1944/09/23 年齢 75才

電話番号 （自宅） 054-352-5641

（携帯）

一般バス,鉄道共通

大人

￥500

ナカザワ ミチノリ

中澤 通訓

〒424-0828

静岡県静岡市渭水区千歳町

7－18

最終残高フリガナ

氏名

郵便番号

住所

SF券種

SF属性

デポジット

刻印番号

媒体ﾀｲフ

発行日

有効期限

ネガ情報

LuLuC､PASAR+POINT)

ZO14/03/03

(停止）(申請）

適用期間

停留所（発）

停留所（発）

定期属性 発行日定期券種
割引

割引

経由

経由

、
■
〃
、
、
〃

着
着

く
く

割引

割引

経由

経由

停留所（発）

停留所（発）

１
１

着
肴

ｒ
ｋ
Ｊ
ｌ

1/7

■ 凸 己

手＝ 凸凹せ＝ 一言琴



様式第1－4号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

｢ﾗT5-｢ロー｢5~｢5~｢Z1

【 8 月分】 (会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブ？ 中澤通訓）

よる支出がある場色

ること。

整理番号 IF=-=~a／団一ノ

決
裁 会派代表者 翰 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

区分 前回給油頓収書貼ｲ寸分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B一A

年月日 年 月 日 年 月 日

君子距離 km ･ km k工、

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行職f (m)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領Ⅸ書金額（円)×走行R鴎f (m)/総走行距離（上記c) M)
･充当限度割合による按分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行胤難(km) 積算方法※ 充当額（円）

〃ﾒテ /g､円×〃/fr~km/ km /9127o

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名中澤通 訓 蔵

按分の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

領収書金額(a)

/aZｸり 円

按分率(b)

／

/0〃％

政務活動費支出額(a×b)

/＆〃〃円



月 日 内 容 行程
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様式第1－1号

一一

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢7T§~同一[万~｢5~m

一
一
三

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

､

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑤ 経理担当者 ■■

経費項目 調査Wf究費･研修費･圃紘報費･野瀬儲翻費･会議費･資料侑續･資料購入費･事務費･事獅f費･灰碩

内 容 職員給与（了月分）

年月 日 令和Z年翫／ 日~令和z年言月z/日 金 額 ろ3フュ○円
O b

目的 政務活動を補助する職員

B

を雇用

使途

関連性

－●

＜頑収言倶占f]~1芋沙

別靴添付

■

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

／こ7，解α･円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

ぢ37zo 円
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給料支払明細書給料支払明細書

(Z年恵､月分）（ 二年言月分）

■■■■■■殿■■■■■■殿
’

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｆ
ｌ
ｆ
ｌ
。
↑
寺
１
０
■
ｌ
Ｖ
ｌ
ｕ
１
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
干
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
ｒ
１
Ｉ
＄
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｉ
ｂ
・
Ｇ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
４
１
１
１
ｉ
！
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
届
１
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
１
Ｉ
ｒ
‐
１
０
Ｊ
や
７
１
ｊ
ｌ
‐
１
１
１

鬮
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労働日数
自 月 :/fr日至 月

労働時間 盲好く時 分
所定時間外労働

ノ
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時 分
今

支
給
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所定時間外賃金

家族手当

交通 費

合 計
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会派補充様式

一一三一司
Y月分 氏 名

政務活動業務内容 政務活動関係書類作成 政務活動事務処理 ･事務連絡･来客応対

日 曜日
日 付 区 分 （○等で表示） 勤務時間数

1 室
~勿刃月 ‐ 1小口kヨ陰器】1才零日弄壹す、1 ･律弥宕坐径ﾛﾛｺ

2 国 割り詞H ロ郡pk易鳫星刀涯日弄壹ざ到 口兵方右坐任ﾛﾛｺ

.3 同 L~4羽ロ ■1八画【ヨ巨里、塞口＝一才、、 ー産圭一＠A空、ロョ

己4 ｿ ノ、 Eぞ副1売口 ・郡口喝鳫星刀務日穿含す鋤 ．口生方者*竺任ﾛ画
豚5

。
） く 画卸猫ロ ･休日(非勤務日穿合論､ 年次有給休暇 .‘

6 ク G勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 6
7 /金 (貢y勤･務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
8 土、 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
9 曰 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
10 向 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
11 災 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
12 ’ ，

、 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
13 フ 副栃日 ・休日(非勤務日存含命） 年次有給休暇
14 猪

■■

や
閏 割引万ロ ･坏口（罪勤務日を含む） ロ年次右給休B鴎

土 釦獅日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
16 a 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
17 I冑 （ 勘.務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
18 火 側務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 /ぐ
19 >|く O勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 天
20 戸仁 α勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
21 /鐙 〈 勤務･日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
22 土へ 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
23 角 勤務日 ・休日(非勤 年次有給休暇
24 割 〈 ﾉ勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
25

虹
ｊ
が ＜ >勤務日 ・休・日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘

26
ワ 戸．

、 （ )勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ざ
27 フ 『 )勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 己
28 ／

玲
己 勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇

29 とへ 勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
30 同 勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
31 旬 (辱函務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 6
計

え ？'、

上記のとおり雇用したことを証明する。 隼襟年解ﾉ日
ふじの<に県民クラブ嘩澤ご燕砺



会派補充様式

8 月分 氏 名
ロ

政務活動業務内容 政務活動関係書類作成 政務活動事務処理 ･事務連絡･来客応対

日 曜日
日 付 区 分 (O等で表示） 勤務時間数

1

2

企

日
‐到可弱口 ・ 1不日〔非勤矛名円奉合オ列

ロ副ヨ方ロ ・休日（非勤窓自葬会読､

年次有給休暇

年次有給休暇
､3 |弓 fJﾉ却猫目 ・休日(非勤森目参会才到

年次有給休暇 ろ
4

＆
、
』 と’ uﾉ卸猫目 ・休日(非勤務白穿会ｫ到 年次有給休暇 5

5 夕 息 に劉獅目 ・休日(非勤務日穿合お､ 年次有給休暇 .S
6 フ

■
『

.、 （ミノノ卸猫目 ・休日(非勤務日穿合す，1 年次有給休暇 三
7 ゑ 尋

ヒツ釦・猫貝 ・休日(非勤務日存合ｵ，） 年次有給休暇 S
8 虫 ･勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
9 臼 ･勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
10 割 (2脚務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
11 メ １コ

、 Iu勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ろ
12 ク く (等ﾉ勤務日 休日(非勤務日を含む) 年次有給休暇 ろ
13 プ

一

、 ・勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
14 （ 琿

巨 ･勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
士、 ･勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇

16 同 ･勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
17 隅 《’勤務日 ・休日(非勤務日存含す?） 年次有給休暇 _？
18 Xく U勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 貝
19

亀ク 《 ･勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
20 7

、

、 ･勤務日 ・休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
21 〆

』
中
亀 ・到猶｡.目 ・休日(非勤務日を含む） ・年次右給休暇

22 ヘ ・副満目 ・休日(非勤務日を含む） ・年次右給休暇

23 日 ･勤務日 休日(非勤務日を含む） ・年次有給休暇
24 翁 C勵務日 休日(非勤務日を含む） ・年次有給休暇 写
25

、
、
４
〃
、 U勤務日 休・日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 三

26 水 Q勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ら

27 ｵミ <』勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ヨ

28 /愛 (言,ﾉ勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ざ
29 土、 ・勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
30 a ･勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
31 負‘ ･勤務日 ・休日(非勤務日 年次有給休暇

計
死 鴫ﾀｰくﾁ〆

上記のとおり雇用したことを証明する。 隼繰津r串
ふじの<に県傷ラ

I

式暢遜夛禰 ～



使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗT7T§]一囮TUT珂
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

I

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 青一ユP

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑤ 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊繍謂鐵費･会議費･資料ｲ賊費･厩爾圓･事務費･藷翻漬･人件費

内 容 新聞購読（静岡、朝日、農業新聞）

年月 日 令和ご隼君月さ/日~令和 年 月 日 金額 ヌタ“円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 之年客月購読料

関連性

県政等の情報を収集し、議会質問や政策の参考にする。

く領収書貼付枠＞

Z職のとおり
」

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

‐ 領収書金額(a)

2％0円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

R%D円
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支店 区域 ｛

1篭

I
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畢今－ .△尚』齢ヂーー …

t

謹辰童．“:洲
有限会社石原新聞
静岡市清水区江尻東1－1

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-107－

ご照読ありがとうございます慰本証はご保存下さい鯵金額その他を訂正したものは無効です。
ｰ_←_" -.-.1。 、 ． 、………---…－－_ ‐ ‐ ‐_ｰ‐_-.ゞ … “ ~ ‐‐ ．" _"~ ､，
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咳
瞳
獣

豊 1

ノ
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ﾒ
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へ
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常一鰹 画I|闘

※朝日新聞
※農業新聞

10%対象 0
8%対象 6,660

謹’i鰹■

消
消

１
１

内
内

く
く

一Ⅱ

爵調号 6番腿

4,037

2,623

r税 0）
;税 493）

雪座礁麓



少,

恥

様式第1－1号

決
裁 ⑤

.／雇口

会派代表者 経理責任者 経理担当者’堂

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾃm－囮]W訂
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

I

B

I

！ ．

¥

竜￥

口座振替払済のお知らせ（電気料金等領収証）
毎度お引立ていただきありがとうございます。 ．

…雨1の電気料金等を､口座振替により領収いたしましだ。

令和2年9月 ．1日発行
■振替内容

■領収金額の内訳

I

一一

更出がある場合 碩収書等の金讓 叉てj遜務活電1書の蕾

記入すること。

鑿理番号 子－3。

経費項目 調査研究費･研彦費･広聴嘩蹟･霊談糯樺積･会議費･資料ｲ鰄費･資料購入費･事務費･鳫諏圏･人件費

内 容 光熱水費圃 ･水道代． ？）

年月 日

凸

令和2－年 月 日へ令和2年？月3／ 日 金 額 /蛎土f円

目的 政務活動事務所で使用する光熱水費

使途

関連性

振替年月日" ． 、 収 合計領.収金額 消費税等相当額‘(再掲）
〈
わ ロ 2年8月3‘ 日 1 1 211710円 1 1 11972円、

l 蹄

口国冑報の表示を希望される場合は

担当窓口までご鐵各ください。

お客さま番号。 日程 ロ R ﾐビ
r

h
り

おなまえ ，

契（約､ 、‘種 別 f l

0 九

容量
:ご使､用量、kWh/､3

領‘収.金額
円

、 可

消費税等相当額､(再掲）
円

円精算額等

金円電促週賦課再ｴﾈ発

（
金
額
再
掲
）

初回引落割引額円． ‘鉾

燃料費調整額円‘践

､

蛸

唖 唾誰

氏 1

記事＝

－JIF官芽室Kl 卜

ナカザワジムシヨキヨウ
凸

30

A

1 1 1 52

1 1 I

l 『 11861

1 1 1
169

1 1 1

1 1 1154

1 1 1

,=55iOO1 1

－11911361 1

ナカザワ ミチノリ ・ ・
・
ｉ
ｌ

Ⅱ 宇

や
『 ,30

A

P ﾛ

' 1 ． ’

J 1

－

，168

I

！ 「,: ! ", :4,439L

t

B■

I 。 1 1
403

!． ’ 1 1

笹且…

1 1 1 ，

で 七

,I､500

I ． 41

“ ,－5500l 』 1

I ｡ 、一V618,24
' 1 F 串 ､

L lq串轟h函
粋 ’

1 1 1 ’ ‘ - '1 .,:若・1

1 1 . 1828 1 1 -1,023!04

Q F Q ﾛ

1 1 151410

Q Q

幹

1‘400

で按分

と後援会活動
領収書金額(a)

Z/7/○円

按分率(b)

1／2 …

％
『
邪

政務活動費支出額(a×b)

／ｸ‘『子丘円


